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全
国
市
議
会
議
長
会
な
ど
地
方

六
団
体
が
設
置
し
た
新
地
方
分
権

構
想
検
討
委
員
会
（
委
員
長
�
神

野
直
彦
・
東
京
大
学
大
学
院
教

授
）
は
、
「
分
権
型
社
会
の
ビ
ジ

ョ
ン
」
の
中
間
報
告
を
ま
と
め
５

月
１１
日
、
六
団
体
に
提
出
し
た
。

同
委
員
会
は
、
学
識
経
験
者
ら

１６
人
で
構
成
。
平
成
１９
年
度
以
降

に
お
け
る
分
権
型
社
会
の
ビ
ジ
ョ

ン
の
提
言
や
、
国
の
分
権
改
革
推

進
論
議
を
促
進
す
る
こ
と
等
を
目

的
と
し
て
本
年
１
月
に
設
置
さ

れ
、
議
論
を
重
ね
て
き
た
。

今
回
の
中
間
報
告
で
は
、
国
と

地
方
の
税
財
政
改
革
に
つ
い
て
、

①
国
と
地
方
の
協
議
の

場
を
法
定
化
し
、
新
た

な
「
地

方

行

財

政

会

議
」（
仮
称
）
の
設
置
②

地
方
税
の
充
実
強
化
に

よ
る
不
交
付
団
体
人
口

の
大
幅
増
③
地
方
共
有

税
の
設
置
―
―
な
ど
、

地
方
財
政
自
立
の
た
め

の
７
つ
の
提
言
と
工
程

表
が
取
り
ま
と
め
ら
れ

た
�
中
間
報
告
の
抜
粋

は
２
・
３
面
に
掲
載
。

報
告
を
受
け
た
六
団

体
代
表
は
、
協
力
し
て

提
言
の
実
現
に
向
け
、

全
力
を
挙
げ
て
取
り
組

ん
で
い
く
こ
と
を
強

調
。
政
府
が
６
月
に
策

定
す
る
「
骨
太
方
針
２

０
０
６
」
に
、
地
方
の
意
見
を
反

映
さ
せ
る
た
め
の
対
応
策
を
検
討

し
て
い
く
と
し
て
い
る
。

ま
た
、国
松
本
会
会
長
は
、
経
済

財
政
諮
問
会
議
等
で
審
議
さ
れ
て

い
る
地
方
交
付
税
の
見
直
し
に
つ

い
て
「
国
に
よ
る
関
与
や
義
務
づ

け
の
見
直
し
か
ら
行
う
べ
き
」
と

主
張
し
た
上
で
、
「
報
告
の
提
言

に
沿
っ
た
地
方
交
付
税
制
度
の
見

直
し
の
実
現
を
目
指
す
べ
き
」
と

述
べ
た
。
財
政
再
建
団
体
基
準
の

透
明
化
や
首
長
・
議
会
の
責
任
強

化
に
つ
い
て
は
「
財
政
状
況
を
客

観
的
に
示
す
指
標
（
メ
ル
ク
マ
ー

ル
）
や
財
政
運
営
の
透
明
性
の
確

保
が
不
可
欠
」
と
、
議
会
の
監
視

機
能
が
十
分
に
発
揮
で
き
る
体
制

整
備
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。

交
付
税
抑
制
に
見
解
表
明

地
方
六
団
体

本
会
な
ど
地
方
六
団
体
は
５
月

１１
日
、
前
日
開
か
れ
た
経
済
財
政

諮
問
会
議
（
議
長
�
小
泉
純
一
郎

首
相
）
で
、
民
間
議
員
か
ら
地
方

交
付
税
の
総
額
を
抑
制
す
る
旨
の

提
案
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
、
地

方
交
付
税
制
度
の
本
質
論
を
無
視

し
た
も
の
で
容
認
し
が
た
い
と
し

て
「
経
済
財
政
諮
問
会
議
に
お
け

る
民
間
議
員
に
よ
る
提
案
（
地
方

交
付
税
総
額
の
抑
制
等
）
に
つ
い

て
」
�
左
�
見
解
を
表
明
し
た
。

経済財政諮問会議における民間議員による
提案（地方交付税総額の抑制等）について

平成１８年５月１１日
地 方 六 団 体

昨日開催された経済財政諮問会議において、民間議員から
地方財政・地方交付税の改革について提案がなされたが、そ
こでは地方交付税の一方的な抑制など極めて問題のある内容
が含まれており看過できない。
地方の歳出は、国が法令等によりその実施を義務付けたり、
国庫補助負担金に合わせて支出するものなど、その７割は国
が関与する経費で占められている。また、今後地方歳出は社
会保障費などの当然増も予想されるが、こうした事情を全く
考慮せず、何ら根拠を示すことなく、移転支出である地方交
付税の総額を今後５年間現在の水準以下に抑制することとさ
れている。これは、地方交付税制度の本質論を無視したもの
であり容認しがたい。
また、「国・地方間のバランスのとれた財政再建の実現」
の名の下に、地方に大幅な歳出削減を押しつけようとしてい
る。これまで地方が懸命に行財政改革に取り組み、国を上回
るペースで大幅な歳出削減努力をしてきた経緯を無視した国
の赤字の地方へのつけ回しは断じて受け入れられない。
更に、不交付団体の増加を目指すとしているが、そのため
には税源移譲が不可欠である。
今後地方は、集中改革プラン等に基づいて歳出削減に努め
ていく決意であるが、国が関与する経費については、国・地
方が一体となって歳出削減努力を行っていくべきである。こ
のため、国と地方の役割分担を明確にし、国の過剰な関与の
撤廃、国庫補助負担金の削減や国と地方の二重行政の排除な
ど建設的な議論を進めるべきである。

お
知
ら
せ

本
紙
６
月
５
日
付
第
１

６
１
８
号
は
、
第
１
６
１

９
号
と
併
せ
、
６
月
１５
日

付
第
１
６
１
８
・
１
９
号

と
し
て
発
行
し
ま
す
。

（昭和３６年１２月２０日第三種郵便物認可）

第1617号５月２５日平成18年
（2006年）

地地
方方
財財
政政
自自
立立
へへ
のの
７７
つつ
のの
提提
言言

新
地
方
分
権
構
想
検
討
委
員
会
が
中
間
報
告

神野委員長（右）から報告書を受けとる地方六団体代表。
右から２人目は国松会長

大竹 邦実

（１） 平成１８年５月２５日 第１６１７号



提提
言言
１１

「
地
方
行
財
政
会
議
」
の
設
置

〜
「
国
と
地
方
の
協
議
の
場
」

の
法
定
化

１
�
「（
仮
）地
方
行
財
政
会
議
」

の
設
置

（
１
）
趣
旨

分
権
改
革
の
推
進
を
図
る
た

め
、
地
方
に
関
わ
る
事
項
に
つ
い

て
の
政
府
の
政
策
立
案
及
び
執
行

に
関
し
て
、
政
府
と
地
方
の
代
表

者
等
が
協
議
を
行
い
、
地
方
の
意

見
が
政
府
の
政
策
立
案
及
び
執
行

に
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
新
た
な
組

織
を
法
律
に
よ
り
設
置
す
る
。

（
２
）
事
務
及
び
権
限

以
下
の
事
項
の
う
ち
重
要
な
も

の
に
つ
い
て
、
政
府
ま
た
は
地
方

か
ら
の
申
し
出
に
よ
り
協
議
を
行

い
、
政
府
は
、
会
議
に
お
い
て
協

議
が
整
っ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、

そ
の
結
果
を
尊
重
す
る
よ
う
努
め

る
も
の
と
す
る
。

�
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
あ
り

方�
国
に
よ
る
関
与
・
義
務
づ
け
の

あ
り
方

�
地
方
が
処
理
す
る
事
務
の
経
費

に
係
る
国
の
補
助
負
担
の
あ
り
方

�
地
方
税
財
政
制
度
の
あ
り
方

�
地
方
へ
の
新
た
な
事
務
ま
た
は

負
担
の
義
務
づ
け
と
な
る
法
令
、

施
策

等

（
３
）
構
成
等

�
内
閣
官
房
長
官
、
総
務
大
臣
、

財
務
大
臣
、
他
関
係
大
臣

国
会
議
員

地
方
六
団
体
各
代
表

民
間
有
識
者

但
し
、
民
間
有
識
者
は
、
政
府

推
薦
者
と
地
方
推
薦
者
の
同
数
と

す
る
。
な
お
、
必
要
に
応
じ
て
、

内
閣
総
理
大
臣
の
出
席
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

�
内
閣
官
房
長
官
と
全
国
知
事
会

会
長
を
共
同
議
長
と
す
る
。

�
独
自
の
事
務
局
を
設
け
、
政
府

と
地
方
か
ら
参
画
す
る
。

２
�
「
（
仮
）
地
方
行
財
政
会
議
」

が
法
律
に
よ
り
設
置
さ
れ
る
ま
で

の
間
、
現
在
の
「
国
と
地
方
の
協

議
の
場
」
を
維
持
し
、
協
議
を
継

続
的
に
行
う
こ
と
と
す
る
。

提提
言言
２２

地
方
税
の
充
実
強
化
に
よ
る
不

交
付
団
体
人
口
の
大
幅
増

１
�
偏
在
性
の
少
な
い
居
住
地
課

税
で
あ
る
地
方
消
費
税
と
個
人
住

民
税
の
充
実
強
化
を
図
り
、
地
方

共
有
税
（
地
方
交
付
税
）
に
依
存

せ
ず
自
分
た
ち
の
税
金
で
自
主
的

な
財
政
運
営
が
可
能
な
自
治
体
の

住
民
数
を
大
幅
に
拡
大
す
る
。

（
１
）
消
費
税
と
地
方
消
費
税
の
割

合
を
４
対
１
か
ら
２
・
５
対
２
・
５

に
す
る
。

（
２
）
所
得
税
か
ら
住
民
税
へ
税
源

移
譲
し
、
個
人
住
民
税
所
得
割
を

さ
ら
に
３
％
上
乗
せ
す
る
。

２
�
地
方
税
は
地
域
偏
在
性
が
比

較
的
少
な
い
税
目
構
成
と
し
、
地

方
共
有
税
（
地
方
交
付
税
）
の
原
資

は
地
域
偏
在
性
の
比
較
的
大
き
な

税
目
構
成
と
な
る
よ
う
に
す
る
。

３
�
こ
れ
に
よ
り
、
ま
ず
は
国
税

と
地
方
税
の
税
源
配
分
を
５
対
５

と
す
る
。

提提
言言
３３

「
地
方
交
付
税
」
を
「
地
方
共

有
税
」
に

〜
法
定
率
を
見
直
し
、
特
別
会

計
に
直
入
、
特
例
加
算
・
特
別
会

計
借
入
を
廃
止

１
�
地
方
交
付
税
が
、
国
か
ら
恩

恵
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
『
自
ら
の
財
源
を
他
の
自
治

体
の
た
め
に
融
通
し
あ
う
こ
と
に

よ
り
、
全
て
の
自
治
体
が
国
に
依

存
せ
ず
に
、
住
民
に
対
し
て
一
定

水
準
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で

き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
』
と

の
考
え
方
に
基
づ
く
、
セ
ー
フ
テ

ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
の
性
格
を
持
つ

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
制
度

上
、
明
確
に
す
る
た
め
、
「
（
仮
）

地
方
行
財
政
会
議
」
に
お
い
て
検

討
の
上
、
以
下
の
７
項
目
の
改
革

を
一
体
的
に
行
う
こ
と
と
す
る
。

（
１
）
名
称
を
以
下
の
と
お
り
変
更

す
る
。

�
国
民
か
ら
国
の
特
別
会
計
に
入

る
ま
で
「
地
方
共
有
税
」

�
国
の
特
別
会
計
を
出
て
自
治
体

に
入
る
ま
で
「
地
方
共
有
税
調
整

金
」

（
２
）
国
の
一
般
会
計
を
通
さ
ず

に
、
「
地
方
共
有
税
及
び
譲
与
税

特
別
会
計
」
に
直
接
繰
り
入
れ

る
。

（
３
）
現
在
の
財
源
不
足
（
平
成
１８

年
度
８
・
７
兆
円
）
を
解
消
す
る
た

め
、
地
方
共
有
税
（
地
方
交
付

税
）
の
法
定
率
の
引
上
げ
を
行
う

と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
地
方

税
法
に
定
め
る
税
率
の
変
更
も
行

う
。

（
４
）
３
年
か
ら
５
年
に
一
度
、
地

方
共
有
税
（
地
方
交
付
税
）
の
法

定
率
の
変
更
を
行
う
と
と
も
に
、

必
要
に
応
じ
て
地
方
税
法
に
定
め

る
税
率
の
変
更
も
行
う
。

（
５
）
そ
の
他
の
年
度
は
、
財
源
不

足
が
あ
れ
ば
地
方
債
ま
た
は
「
地

方
共
有
税
及
び
譲
与
税
特
別
会

計
」
内
に
新
た
に
設
置
す
る
基
金

に
よ
り
調
整
す
る
。

（
６
）
特
例
加
算
や
特
別
会
計
に
よ

る
借
入
れ
は
行
わ
な
い
。

（
７
）
減
税
に
よ
り
地
方
の
財
源
不

足
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
地
方
共

有
税
（
地
方
交
付
税
）
の
法
定
率

を
引
上
げ
る
。

提提
言言
４４

国
庫
補
助
負
担
金
の
総
件
数
を

半
減（
一
般
財
源
化
）し
て
約
２
０

０
と
し
、
地
方
の
改
革
案
を
実
現

１
�
分
権
改
革
を
進
め
る
た
め
の

税
財
政
面
の
取
組
み
と
し
て
は
、

国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
が
中

心
と
な
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
国

の
財
源
に
つ
い
て
は
、
地
方
か
ら

既
に
提
出
済
み
の
「
国
庫
補
助
負

担
金
等
に
関
す
る
改
革
案
」
を
着

実
に
実
施
し
、
国
庫
補
助
負
担
金

を
廃
止
（
一
般
財
源
化
）
す
る
こ

と
や
事
務
事
業
を
廃
止
す
る
こ
と

な
ど
に
よ
り
、
国
の
責
任
に
よ
っ

て
措
置
す
べ
き
で
あ
る
。

２
�
国
庫
補
助
負
担
金
の
削
減

は
、
財
政
面
に
お
け
る
地
方
の
自

由
度
を
高
め
る
た
め
に
、
補
助
負

担
率
を
引
き
下
げ
る
の
で
は
な

く
、
国
庫
補
助
負
担
金
そ
の
も
の

を
廃
止
（
一
般
財
源
化
）
す
る
。

３
�
国
庫
補
助
負
担
金
の
総
件
数

を
半
減
さ
せ
る
こ
と
を
当
面
の
目

標
と
す
る
。

４
�
維
持
管
理
に
係
る
国
直
轄
事

業
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
本
来
、
管

理
主
体
が
負
担
す
べ
き
で
あ
り
、

自
治
体
に
財
政
負
担
さ
せ
る
こ
と

は
極
め
て
不
合
理
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
早
急
に
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

提提
言言
５５

国
と
地
方
の
関
係
の
総
点
検
に

よ
る
財
政
再
建

１
�
国
・
地
方
を
通
じ
た
行
財
政
改

革
・
財
政
再
建
を
徹
底
し
て
行
う
。

こ
の
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
国

と
地
方
の
関
係
を
総
点
検
す
る
。

（
１
）
国
と
地
方
の
役
割
分
担
の
明

確
化

（
２
）
国
に
よ
る
関
与
・
義
務
づ
け

の
廃
止
・
縮
小

（
３
）
国
と
地
方
の
二
重
行
政
の
解

消（４
）
権
限
の
移
譲
に
対
応
し
た
国

の
出
先
機
関
の
廃
止
・
縮
小
（
出

先
機
関
を
自
治
体
に
移
管
す
る
際

に
は
、
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
国

か
ら
全
く
関
与
さ
れ
な
い
こ
と
と

す
る
。
）

（
５
）
地
方
が
こ
れ
ま
で
廃
止
を
求

め
て
い
る
国
庫
補
助
負
担
金
の
う

ち
、
未
だ
整
理
さ
れ
て
い
な
い
も

の
の
廃
止

２
�
自
治
体
自
ら
の
責
任
と
判
断

の
も
と
、
決
意
を
も
っ
て
、
地
方

行
革
を
一
層
強
力
に
推
進
す
る
。

特
に
給
与
の
適
正
化
を
厳
格
に
行

う
。

３
�
行
財
政
改
革
の
推
進
に
よ

り
、
国
・
地
方
を
通
じ
た
プ
ラ
イ

マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
黒
字
化
に
大

き
く
寄
与
す
る
こ
と
と
な
る
が
、

な
お
、
不
十
分
な
場
合
に
は
、
更

に
国
庫
補
助
負
担
金
を
廃
止
す
べ

き
で
あ
る
。

地
方
交
付
税
は
、
自
治
体
が
、

法
令
等
に
よ
る
歳
出
や
事
務
事
業

の
義
務
づ
け
を
含
め
地
域
社
会
に

必
要
不
可
欠
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
を

分分
権権
型型
社社
会会
のの
ビビ
ジジ
ョョ
ンン（（
中中
間間
報報
告告
））

（（抜抜粋粋））

地
方
財
政
自
立
の
た
め
の
７
つ
の
提
言

第１６１７号 平成１８年５月２５日 （２）（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報
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提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

財
源
保
障
を
行
っ
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
性
格
上
、
目
標
を
設

け
て
削
減
す
る
こ
と
に
は
な
じ
ま

な
い
。

提提
言言
６６

財
政
再
建
団
体
基
準
の
透
明

化
、
首
長
・
議
会
責
任
の
強
化
、

住
民
負
担
の
導
入

１
�
住
民
が
自
分
の
自
治
体
の
財

政
状
況
に
常
に
関
心
を
持
ち
、
自

治
体
の
財
政
運
営
に
対
す
る
チ
ェ

ッ
ク
機
能
を
高
め
る
こ
と
で
、
健

全
な
財
政
状
況
を
保
ち
、
財
政
再

建
団
体
と
な
る
こ
と
を
未
然
に
防

止
す
る
た
め
、

（
１
）
財
政
再
建
団
体
と
な
る
基
準

等
に
つ
い
て
、
普
通
会
計
へ
の
負

担
に
つ
な
が
る
企
業
会
計
等
や
外

郭
団
体
（
地
方
公
社
、
第
三
セ
ク
タ

ー
等
）
の
負
債
も
考
慮
し
た
、
フ
ロ

ー
と
ス
ト
ッ
ク
両
面
の
透
明
性
の

高
い
財
政
指
標
等
を
開
発
す
る
。

（
２
）
財
政
運
営
の
透
明
性
を
確
保

す
る
た
め
、
情
報
公
開
を
徹
底
す

る
。

�
外
郭
団
体
の
情
報
公
開
の
推
進

�
非
公
開
情
報
の
明
確
化
や
迅
速

で
わ
か
り
や
す
い
情
報
提
供
の
推

進�
定
期
的
な
財
政
状
況
の
公
表

（
３
）
勧
告
権
の
付
与
に
よ
る
権
限

の
強
化
な
ど
監
査
機
能
を
充
実
す

る
。

２
�
自
治
体
が
住
民
の
監
視
に
よ

る
自
主
的
な
財
政
の
健
全
化
を
行

う
こ
と
が
で
き
ず
、
財
政
再
建
団

体
と
な
っ
た
場
合
に
は
、

（
１
）
首
長
・
議
会
の
責
任
を
問
う

仕
組
み
を
強
化
す
る
。

（
２
）
住
民
負
担
を
求
め
る
仕
組
み

を
導
入
す
る
。

（
３
）
貸
し
手
責
任
は
問
わ
ず
、
債

務
は
完
全
に
履
行
す
る
。

但
し
、
工
業
用
地
造
成
事
業
債

等
、
そ
の
償
還
財
源
を
特
定
の
事

業
収
入
の
み
と
す
べ
き
地
方
債
に

つ
い
て
は
、
貸
し
手
責
任
を
問
う

仕
組
み
を
検
討
す
る
。

３
�
地
方
債
の
共
同
発
行
機
関
を

設
け
る
。

４
�
財
政
再
建
制
度
の
見
直
し

は
、
地
方
の
参
画
の
も
と
で
行
う
。

提提
言言
７７

「
新
地
方
分
権
推
進
法
」の
制
定

〜
今
、
改
め
て
、
国
民
・
国
会
の

力
で
分
権
を

１
�
第
一
期
改
革
を
踏
ま
え
、
平

成
１９
年
度
（
２
０
０
７
年
度
）
以

降
の
第
二
期
改
革
を
、
国
民
・
国

会
の
力
で
強
力
に
推
進
す
る
た

め
、
「
（
仮
）
新
地
方
分
権
推
進
法
」

を
制
定
す
る
。

２
�
「
（
仮
）
新
地
方
分
権
推
進
法
」

に
は
、
地
方
分
権
の
基
本
理
念
、

地
方
分
権
推
進
計
画
の
策
定
等
を

定
め
る
。

３
�
「
（
仮
）
新
地
方
分
権
推
進
法
」

は
議
員
立
法
に
よ
り
制
定
す
る
こ

と
も
考
え
ら
れ
る
。

横
須
賀
市
議
会
で
は
、
平
成
１８

年
２
月
２７
日
の
第
１
回
市
議
会
定

例
会
本
会
議
で
、
議
場
に
初
め
て

手
話
通
訳
者
が
登
場
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
聴
覚
障
害
を
持
つ
方

か
ら
「
代
表
質
問
で
障
害
者
自
立

支
援
法
に
関
す
る
質
問
が
あ
れ

ば
、
そ
の
部
分
の
本
会
議
を

傍
聴
し
た
い
」
と
い
う
要
望

で
実
現
し
た
も
の
で
す
。

本
市
議
会
で
は
過
去
に
、

聴
覚
障
害
者
か
ら
手
話
通
訳

者
等
の
派
遣
を
伴
う
本
会
議

傍
聴
の
希
望
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
１２
年
３
月
の
議

会
活
性
化
推
進
委
員
会
の
最

終
答
申
で
、
傍
聴
者
へ
の
配

慮
と
し
て
「
傍
聴
者
の
要
望

が
あ
れ
ば
、
手
話
通
訳
者
の

同
伴
、
盲
導
犬
の
帯
同
を
行

え
る
よ
う
配
慮
す
る
」
と
受
け
入

れ
を
明
記
し
て
あ
り
ま
す
。
手
話

通
訳
者
の
派
遣
等
の
依
頼
に
つ
い

て
は
、
傍
聴
を
希
望
す
る
聴
覚
障

害
者
個
人
の
申
請
に
よ
り
行
わ
れ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

本
市
の
障
害
福
祉
課
の
手
話
通
訳

者
等
派
遺
事
業
を
利
用
し
ま
し

た
。
当
日
は
、
３
人
の
手
話
通
訳

者
が
派
遣
さ
れ
、
交
代
で
演
壇
横

に
立
ち
ま
し
た
�
写
真
。
聴
覚
障

害
者
約
２０
人
を
含
め
多
く
の
傍
聴

者
が
集
ま
り
、
約
１
０
０
席
の
傍

聴
席
は
ほ
ぼ
満
席
と
な
り
ま
し
た
。

現
在
、
議
長
の
諮
問
機
関
で
あ

る
第
２
次
議
会
制
度
検
討
会
で
、

障
害
者
対
応
の
体
制
整
備
と
し

て
、
手
話
通
訳
者
の
同
伴
、
補
助
犬

の
帯
同
等
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
な

ど
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

手
話
通
訳
の
模
様
は
、
本
市
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
横
須
賀
市

議
会
中
継
」
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

（
文
・
写
真
は
議
会
事
務
局
提
供
）

本
会
の
国
松
誠
会
長
ら

地
方
六
団
体
代
表
は
５
月

１７
日
、
総
務
省
内
で
開
か

れ
た
地
方
財
政
に
関
す
る

総
務
大
臣
・
地
方
六
団
体

会
合
に
出
席
。
５
月
１０
日

開
催
の
経
済
財
政
諮
問
会

議
に
提
出
さ
れ
た
竹
中
大

臣
私
案
で
あ
る
「
分
権
改

革
工
程
表
」
の
説
明
を
受

け
た
の
ち
、
意
見
交
換
を

行
っ
た
。

こ
の
工
程
表
は
、
竹
中

大
臣
の
私
的
懇
談
会
で
あ
る
「
地

方
分
権
２１
世
紀
ビ
ジ
ョ
ン
懇
談

会
」
の
中
間
取
り
ま
と
め
を
踏
ま

え
作
成
さ
れ
た
も
の
。
新
型
交
付

税
制
度
の
創
設
や
再
生
型
破
綻
法

制
の
整
備
な
ど
に
つ
い
て
の
考
え

方
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
六
団
体
を
代
表

し
て
全
国
知
事
会
の
麻
生
渡
会
長

（
福
岡
県
知
事
）
は
、
ビ
ジ
ョ
ン

懇
談
会
の
中
間
取
り
ま
と
め
に
一

定
の
理
解
を
示
し
た
う
え
で
、
六

団
体
の
新
地
方
分
権
構
想
委
員
会

が
ま
と
め
た
中
間
報
告
の
７
つ
の

提
言
実
現
に
つ
い
て
協
力
を
求
め

た
。ま

た
、
国
松
会
長
は
、
地
方
交

付
税
制
度
の
見
直
し
が
、
単
な
る

数
値
目
標
を
掲
げ
た
削
減
策
に
な

ら
な
い
よ
う
強
調
す
る
と
と
も

に
、
再
生
型
破
綻
法
制
に
つ
い

て
、
財
政
破
綻
に
至
る
以
前
の
段

階
で
早
期
是
正
を
図
る
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
と
指
摘
し
、
議
会
の
監

視
機
能
が
充
分
に
発
揮
で
き
る
よ

う
な
制
度
と
す
る
よ
う
求
め
た
。

議 会
ニ ュ ー ス

議
場
に
初
の
手
話
通
訳
者

横
須
賀
市
議
会（
神
奈
川
県
）

地方財政に関し総務
大臣と会合 ―六団体

手話通訳のもよう（右）

会
合
の
も
よ
う

（３） 平成１８年５月２５日 第１６１７号（第三種郵便物認可）全 国 市 議 会 旬 報



トトピピッッ
ククスス

議議

会会

人人

事事

電電
話話
番番
号号
等等
変変
更更

内
閣
府
が
ま
と
め
た
１７
年
版
の

「
少
子
化
社
会
白
書
」
に
よ
る
と
、

わ
が
国
の
平
成
１６
年
の
合
計
特
殊

出
生
率
は
１
・
２９
で
、
過
去
最
低

を
更
新
。
予
想
を
上
回
る
少
子
化

が
進
行
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ま

で
の
予
測
よ
り
１
年
早
く
本
年
に

も
「
人
口
減
少
社
会
」
へ
転
じ
る

可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

政
府
は
、
こ
れ
ま
で
に
保
育
サ

ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
る
「
エ
ン
ゼ

ル
プ
ラ
ン
」
や
、
同
プ
ラ
ン
に
雇

用
、
母
子
保
健
・
相
談
、
教
育
等

を
追
加
し
た
「
新
エ
ン
ゼ
ル
プ
ラ

ン
」
を
策
定
す
る
な
ど
、
各
種
少

子
化
対
策
を
講
じ
て
き
た
が
、
依

然
と
し
て
少
子
化
傾
向
に
歯
止
め

が
か
か
ら
な
い
状
況
が
続
い
て
い

る
。

そ
の
た
め
意
見
書
で
は
、
子
育

て
へ
の
経
済
的
支
援
の
ほ
か
、
地

域
・
社
会
の
環
境
整
備
、
働
き
方

の
見
直
し
な
ど
総
合
的
な
少
子
化

対
策
を
充
実
さ
せ
る
た
め
、
▽
抜

本
的
な
児
童
手
当
の
拡
充
▽
出
産

費
用
等
の
負
担
の
軽
減
▽
子
育
て

世
帯
向
け
の
住
宅
支
援
▽
子
ど
も

を
預
け
や
す
い
保
育
シ
ス
テ
ム
へ

の
転
換
▽
仕
事
と
生
活
の
調
和

（
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）

が
図
れ
る
働
き
方
の
見
直
し
―
―

な
ど
を
実
施
す
る
よ
う
求
め
て
い

る
。

▼
議
長

▽
加
東

石
井
義
信
（
４
・
７
）

▽
安
中

白
石
正
巳
（
４
・
１０
）

▽
洲
本

地
村
耕
一
良
（
４
・
１０
）

▼
副
議
長

▽
加
東

浦
元
明
男
（
４
・
７
）

▽
安
中

中
山
澄
夫
（
４
・
１０
）

▽
洲
本

平
田
功
治
（
４
・
１０
）

▼
事
務
局
長

▽
柏
崎

永
井
郁
雄
（
４
・
１
）

▽
氷
見

金
田
榮
一
（
４
・
１
）

▽
野
洲

山
中
重
樹
（
４
・
１
）

▽
加
西

青
木

清
（
４
・
１
）

▽
養
父

栃
本
茂
良
（
４
・
１
）

▽
備
前

寺
山
悦
夫
（
４
・
１
）

▽
筑
後

冨
久
義
樹
（
４
・
１
）

▽
那
覇

宮
本
信
弘
（
４
・
１
）

▽
加
東

竹
下
温
雄
（
４
・
７
）

▽
安
中

堀
越
久
男
（
４
・
１０
）

▽
筑
後
市
（
福
岡
県
）

TEL
０
９
４
２
（
５
３
）
４
０
１
３

（
議
会
事
務
局
直
通
）

小
松
千
秋
氏
（
松
浦
市
議
会
議

長
）５

月
１１
日
逝
去
、
５７
歳
。
葬
儀

は
１３
日
、
松
浦
市
内
で
執
り
行
わ

れ
た
。
喪
主
は
妻
、
清
子
さ
ん
。

「
総
合
的
な
少
子
化
対
策
の
充
実
」急
増

３３
月月
定定
例例
会会
のの

意意
見見
書書
・・
決決
議議
のの
状状
況況

（下）

前
号
に
続
き
、
全
国
市
議
会
議
長
会
が
ま
と
め
た
各
市
議
会
の
３
月
定
例
会
を
中
心
に
議
決
し
た
意
見

書
・
決
議
の
状
況
（
下
）
を
み
る
と
、

わ
が
国
の
平
成
１６
年
の
合
計
特
殊
出
生
率
が
過
去
最
低
を
更
新
し
、

少
子
化
傾
向
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
「
総
合
的
な
少
子
化
対
策
の
充
実
」
を
求
め
る
意
見

書
が
今
回
急
増
、
最
多
と
な
っ
て
い
る
。

議会

意見書・決議の議決状況（下） （１８．２．１～１８．４．３０）

決 議
【建設・運輸・郵政・国土保全】 【 １６１】 【 １１】
○道路特定財源制度の堅持など ６０ ―
○道路整備の促進 ５０ ４
○日本郵政公社の集配局再編計画の撤回 １０ １
○構造計算書偽装問題の再発防止等 ９ ―
○ＪＲ北海道、四国、九州、貨物各社に対 ４ ―
する支援の継続
○その他 ２８ ６
【労働・商工】 【 １６７】 【 １】
○出資法の上限金利の引き下げなど ８１ ―
○最低賃金の引き上げ ２９ ―
○公共工事の建設労働者の適正な労働条件 １２ ―
確保
○雇用・就業対策の拡充強化 １０ ―
○電気用品安全法（ＰＳＥ法）の適用延期等 ８ ―
○ＪＲ不採用問題の早期解決 ５ ―
○パートタイム労働者の待遇改善 ４ ―
○男女雇用機会均等法の改正 ４ ―
○中小企業金融の安定化 ３ ―
○その他 １１ １
【警察・防災・消防】 【 １８】 【 ４】
○豪雪被害への財政支援 ５ ―
○改造エアガン取り締まり対策の強化 ４ ―
○プルサーマル受け入れ計画の慎重審議 ２ ―
○その他 ７ ４
【外交・防衛・国際関係】 【 ４６】 【 １９】
○米軍嘉手納基地のＦ１５型戦闘機訓練の一 １４ ６
部千歳基地への移転・分散の反対
○在日米軍の再編計画案反対 １３ ４
○拉致問題の全容解明と早期解決 ４ ―
○米国軍人により多発する事件・事故の防 ４ ―
止
○その他 １１ ９
【社会・くらし】 【 １７４】 【 ２】
○総合的な少子化対策の充実 １０８ ―
○子育て支援施策の拡充 １０ ―
○児童扶養手当の減額率の緩和 ９ ―
○障害者福祉制度の充実 ９ ―
○介護保険制度の改善 ８ ―
○社会保障制度の一体的改革の推進 ７ ―
○都市再生機構の家賃値上げの見合わせ ５ １
○社会保障制度の抜本改革と最低保障年金 ３ ―
制度の創設
○人権侵害救済法の早期策定 ３ ―
○共謀罪新設の慎重な国会審議 ３ ―
○年金福祉施設の存続 ３ ―
○その他 ６ １
【その他】 【 ２２】 【 ２】
○防衛施設庁の官製談合事件の全容解明等 １９ ―
○その他 ３ ２
【合 計】 【 ５８８】 【 ３９】
【総合計】 【 ９９７】 【 ７３】
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